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        平成２８年第９回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年９月２６日（月）午後２時００分から午後３時３０分 

２．開催場所 大瀬戸コミュニティセンター 

３．委員定数 条例定数３１人 現委員３１人 

４．出席委員（２８人） 

  会  長  １番 岩﨑信一郎 

  会長代理  ２番  麻生 克典 

  委  員  ３番 岸本 六郎   ４番 浦口 大輔   ５番 今村 和人 

                ６番 岳野 一敏   ７番 太田 尚臣   ８番 山口 美幸 

９番 郡  勝壽  １０番 辻尾 政幸  １１番 松本千代治 

１２番 竹尾 久人  １３番 髙野 和美  １４番 山口 孝生 

１５番 木本 安仁  １６番 山下 裕史  １７番 内海 輝次 

１８番 辻山 保美  １９番 辻  良人  ２０番 山脇 初良 

２１番 澤田  馨  ２３番 宮原 信明  ２４番 熊野 三次 

２５番 朝長 久夫  ２６番 山添 満之  ２７番 平野 安雄 

２８番 福田  務  ３０番 井田 初美 

５．欠席委員（３人） 

       ２２番 牛水  司  ２９番 大久保和博  ３１番 田中 初治 

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第４０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第４１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第４２号 農用地利用集積計画の決定について 

     議案第４３号 農地中間管理事業における農用地利用配分計画（案）に関する意見

について 

     議案第４４号 非農地通知の対象とすることの決定について 

      

     報告事項  

・農地転用許可不要案件届出について 

 

７．事 務 局 事務局長：中村 正且  局長補佐：神浦 真吾  主査：山口 智貴 

 

８．会議の概要 

 

事務局   只今から平成２８年西海市農業委員会第９回総会を開会いたします。 

  本日、２２番牛水委員、２９番大久保委員、３１番田中委員より欠席の旨、通告 

がありましたのでご報告いたします。出席委員は在任委員３１名中２８名で、定足 
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数に達しておりますので総会は成立しております。それでは、西海市農業委員会会議

規則により、議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は会

長にお願いいたします。 

  

議 長   これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指名を行います。西 

海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か 

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、２番麻生委員、３番岸本委員にお願いいたします。 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手をし、議長の許可

を受けてから、氏名を告げて発言をお願いします。それでは、議案第４０号「農地

法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局より議案の

説明をお願いします。 

事務局   議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請について」を説明します。 

資料は２頁です。所在地・地番が西彼町白崎郷字母衣崎５３番、地目・畑、現

況・畑（耕作放棄地赤判定）、地積・５８７㎡の申請となっています。譲り渡し人・

譲り受け人に関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況については議案書記載

のとおりです。申請事由としまして「譲り渡し人による管理耕作が困難なため、

譲り受け人に対し所有権移転（贈与）の申し出があり、自宅近隣でもあるため譲

り受けるもの」というものです。権利種別は所有権移転「贈与」となっています。

農地法第３条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２号、第３号、

第５号、第６号につきましてはすべて非該当となっています。関係資料は３頁か

ら６頁までで、３頁に位置図、４頁に付近状況図を添付しております。申請地の

南側、水色のところが譲り受け人の自宅になります。５頁は字図で、黄色に塗ら

れているところが申請地です。６頁は現況写真となっています。現在耕作放棄地

になっていますが、譲り受け後は「レモンなど柑橘類の栽培をしたい」というこ

とです。事務局からの説明は以上です。 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

２０番   この案件の譲り渡し人と譲り受け人は親戚関係にありまして、住居も近所でござ

います。今回、譲り渡し人の津口昭彦さんが農業をやめるということで、津口忠夫

さんが譲り受けて果樹等を栽培するということでございます。耕作放棄地の解消に

もつながることでございますので、よろしくご審議のほどをお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請について」説明があ 

りました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 
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議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませんか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請について」は、申請

どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第４１号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といた 

します。１番から３番まで一括して事務局より説明をお願いします。 

事務局   議案第４１号 農地法第５条の規定による許可申請について「１番」を説明いた 

します。資料は７頁です。所在地・地番が西彼町伊ノ浦郷字雨池９０１番１、地目・

畑、地積・１，０１４㎡、現況は普通畑（実質不耕作）となっています。使用貸し

人・使用借り人に関する事項は議案書記載のとおりです。使用目的は、太陽光発電

設備を設置するとなっています。建築面積は５７６㎡、所用面積は１，０１４㎡、

権利の内容は使用貸借権設定永年となっています。関係資料は８頁から１４頁まで

で、８頁に位置図、９頁に付近状況図、１０頁に字図を添付しております。黄色の

箇所が今回の申請地となっています。１１頁は現況写真。１２頁に被害防除計画書、

１３頁に配置図関係、１４頁に平面図・立面図を添付しております。太陽光パネル

４００枚、４０ｋｗの発電を行うというものです。申請地の造成計画の内容ですが

「現状のまま利用する」、近傍農地への被害防除措置の内容または被害の発生の恐れ

を生じさせない措置としまして、太陽光パネルの角度を１０度以内に、設置方向を

加減し特段影響ないということです。周辺農地の影響は農地が設置場より上段とな

ること、角度を１０度以下にするため影響がない。排水計画について雨水は自然流

下・水路放流で敷地内に溜枡を設置し、道路側溝へ放流するとのことです。２番に

ついて説明します。資料は１５頁からです。ここで資料の修正をお願いします。使

用貸借権設定「永年」となっていますが「３０年」に修正願います。詳細は本日配

資料を参照ください。所在地・地番が西彼町八木原郷字山口（ヤマグチ）１，９８

０番７、地目・畑、地籍３９１㎡。現況は不耕作となっています。使用貸し人・使

用借り人に関する事項は議案書記載のとおりです。転用目的は、自己用住宅を建築

する為となっています。建築面積は５２．９９㎡、所用面積は３９１㎡。権利の内

容は使用貸借権設定「３となっています。木造２階建で１階５１．３４㎡、２階５

２．９９㎡、計１０４．３３㎡の住宅建築となっています。関係資料は１６頁から

２３頁までで、１６頁に位置図、１７頁に付近状況図、１８頁に字図をつけていま

す。黄色の箇所が今回の申請地となっています。１９頁は現況写真。２０頁に被害

防除計画書、２１頁に配置図、２２頁に平面図、２３頁に立面図を添付しておりま

す。２０頁の申請地の造成計画の内容ですが「現状のまま利用する」。緩衝地を設け

るとなっております。近傍農地への被害防除措置の内容または被害の発生の恐れを

生じさせない措置としまして、切土、盛土を行う必要がなく敷地工事のみで排水施

設を施すため被害の恐れはないということです。近傍農地への日照、通風、耕作等



 - 4 - 

への影響は住宅を中央部に建築することで隣地境界に片寄りがなく、隣接する農地

に比べ低い土地のため影響を及ぼす恐れはないとのことです。排水計画について雨

水排水は溜枡、汚水・生活雑排水は合併浄化槽処理、雨水・処理水は道路側溝へ放

流するとのことです。３番について、資料は２４頁からです。所在地・地番が、西

海町横瀬郷字池ノ原６５９番１、地目・畑、地籍・５３５㎡。現況は樹園地となっ

ています。使用貸し人・使用借り人については議案書記載のとおりです。転用目的

は、現在娘夫婦が借家に居住しているが手狭なため自宅を両親の近隣に新築したい

となっています。建築面積は１２３．８０㎡、所用面積は５３５㎡。権利の内容は

使用貸借権設定永年となっています。木造平屋建、１２３．８０㎡の住宅建築です。

関係資料は２５頁から３２頁までで、２５頁に位置図、２６頁に付近状況図、２７

頁に字図をつけています。黄色の箇所が今回の申請地となっています。２８頁は現

況写真。２９頁に被害防除計画書、３０頁に配置図、３１頁に平面図、３２頁に立

面図を添付しております。２９頁の申請地の造成計画の内容ですが盛土を行う（最

高１．０ｍ、最低０．５ｍ）。切土を行う（最高１．０ｍ、最低０．５ｍ）それに伴

う被害防除措置は、土留め工事をする。被害防除措置の内容又は、被害の発生の恐

れがない理由としまして、周辺農地と距離高低差があり、側溝を設置することで特

段被害を及ぼす恐れはない。近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響をおよぼ

す恐れを生じさせないための理由は周辺農地と距離高低差があり特段被害を及ぼす

恐れがない排水計画について雨水排水は自然流下、汚水・生活雑排水は下水道処理

するとのことです。事務局からの説明は以上です。 

議 長   順次補足説明をお願いします。まず１番について担当委員お願いします。 

１６番   使用貸し人と借り人については皆さんご存知かと思いますが、山田オートの方で

整備工場を経営している山田進さんでございます。夫婦関係にあり、元々は奥さん

の実家の土地だったそうであります。数年前までは貸しておりましたが借り手がい

なくなり、現在は草刈をして保全管理に努めておりましたが、それも大変な状態と

なり何か利用できないかということで太陽光発電をするに至ったとのことでした。

パネルについてはなるだけ低く設置して周辺に迷惑がかからないようにするとい

うこと、周辺の農地についても耕作放棄地がほとんどで、一部イチゴの苗をしてお

りますが影響はないものと考えます。また、排水等についても何ら影響はないと判

断いたしましたのでよろしくお願いします。 

議 長   はい、では２番について担当委員お願いします。 

３０番   昨日現地を確認してきました。貸し人と借り人は親子関係でご子息が住宅を建て

たいということでの許可申請となっております。申請地は道のすぐ下にあり、段差

があり一段低くなっており道上の畑には日照等影響はないように思われました。排

水関係も被害防除計画のとおり実施するということで特に問題はないと思います

ので審議等よろしくお願いします。 

議 長   では３番について担当委員お願いします。 

１４番   借り人は貸し人の娘夫婦で、場所は横瀬から面高に向かう国道の広域農道の起点

のところになります。現在はみかんを植栽していますが、住宅を建てたいというこ
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とでの許可申請になっております。周辺の農地とは高低差があり特段影響はないも

のと思われ、排水関係も自然流下あるいは下水道と何ら問題はないものと思われま

すのでご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４１号の１番から３番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませんか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４１号「農地法第５条の規定による許可申請について」の１番か 

ら３番については、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第４２号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。 

   事務局より議案の説明をお願いします。 

事務局   それでは議案第４２号「農用地利用集積計画の決定について」農用地利用集積計

画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定を市長より

求められたので、その可否について提案する。となっています。３４頁は農地利用

集積計画集計表です。「使用貸借権・賃貸借権設定」１件、「使用貸借・賃貸借権設

定」（県公社借入分）５件の２つの表が対象となっています。個人間の設定として

「１５年」のもの、畑・１筆・２１２㎡、県公社借入「１５年」のもの「賃貸借」

畑・５筆、１，４５８㎡となっています。３５頁は平成２８年９月受付、利用集積

計画表です。１番・譲り渡し者（貸し手）は中尾泰治、譲り受け者（借り手）は葉

山勝司、農地の所在地は、西海町太田和郷字古屋敷３，７１６番１、地目・原野、

耕作地目・畑、面積・２１２㎡、新再区分は新、権利の種類は使用貸借。期間は１

５年となっています。３６頁は県公社借入「１５年」のもの「賃貸借」畑、５筆、

１，４５８㎡、新再区分は「新」で、詳細は一覧表のとおりです。３７頁に借り手

の葉山勝司の経営状況を添付しております。事務局からの説明は以上です。 

議 長   ただ今議案第４２号について説明がありました。補足説明を担当委員お願いしま

す。 

１２番   借り手の葉山さんは現在は会社員として農業にも従事しておりますが、父親が亡

くなり、実姉の静子さんが手伝いながら葉山家の農業を継承しております。勝司さ

んが定年退職後は専業として経営する予定であります。所在地は場所が良くおいし

いみかんができる所で、良い刺激を受けたものと思っております。耕作放棄地を借

り受けてみかんを新植するとのことであり、耕作放棄地の解消にもなりますのでよ

ろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４２号「農用地利用集積計画の決定について」説明がありました。 
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これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませんか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４２号「農地利用集積計画の決定について」につきましては、原 

案どおり決定する事といたします。 

 

議 長   次に議案第４３号「農地中間管理事業における農用地利用配分計画（案）に関す

る意見について」を議題といたします 

      事務局より議案の説明を求めます。 

事務局   それでは議案第４３号「農地中間管理事業における農用地利用配分計画に関する

意見について」農用地利用配分計画(案)について、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１９条の３の規定により、意見を求められたので、判断を求める。となっ

ています。資料は３９頁です。先ほど３６頁で出ました県公社の借り入れ分の土

地・５筆がそのままここに計上されています。県農業振興公社から「１名」に対し

計５筆、１，４５８㎡の賃貸借が計上されています。１番から５番までの５筆、「賃

貸借」、「１５年」の農用地利用配分計画（案）が出ています。詳細につきましては

議案書を参照ください。３９頁に経営状況を添付しています。事務局からの説明は

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

議案第４２号の説明と重複いたしますので補足説明は省略いたします。 

ご異議ございませんか。 

 

《異議なしの声あり》 

 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号「農地中間管理事業における農用地利用配分計画（案）に 

関する意見について」は、原案どおり配分することで「異議なし」といたします。 

 

議 長   次に議案第４４号「非農地通知の対象とすることの決定について」を議題といた

します。事務局から説明を求めます。 

事務局   それでは資料は４１頁をお願いします。議案第４４号の非農地通知の対象とする

ことの決定について説明をいたします。今回は６筆、３，５４３㎡について、審議

を頂きたいと思います。所有者の方は２件の方となっています。住所や所有者の詳

細につきましては議案書記載のとおりです。１番から４番の土地につきまして、所

有者は西彼町中山郷の方で自宅の周辺に対象地があります。４２頁に位置図、４３

頁に付近近況図、４４頁に字図、４５頁に航空写真を添付しています。それぞれの
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資料で、黄色に塗った部分の①から④が申請地となっています。現場のほうですが、

雑木が茂っておりまして、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたし

ました。４６・４７頁が対象地の現況写真です。対象地は農業者年金、贈与税、不

動産取得税関係について本人聞取りと事務局で確認できる範囲において影響がな

い見込みです。５番・６番の土地につきまして、所有者は佐世保の方で、体調を崩

し近年管理・耕作ができない状況となっています。４８頁に位置図、４９頁に付近

近況図、５０頁に字図、５１頁に航空写真を添付しています。それぞれの資料で、

黄色に塗った部分の⑤、⑥が申請地となっています。現場のほうですが、雑木が茂

っておりまして、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。

５２頁が対象地の現況写真です。対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係

について本人聞取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。事

務局からの説明は以上です。 

 

議 長   ただいま事務局から説明がありましたが、１番から４番について補足説明を担当

委員お願いします。 

２６番   １番から４番までの対象地は中山郷の大地のいのちの近傍にあり、所有者の太村

さんは夫婦二人家庭で年齢も高齢であります。今回の申出の理由は近隣に太陽光発

電の計画があり、２０年来耕作もしていないということもあり今回の申し出になっ

たとのことでした。太陽光発電の開発については周りの耕作者も賛成しており、協

定も締結しているとの事で問題はないと思われますのでご審議方よろしくお願い

します。 

議 長   次に５番６番について担当委員お願いします。 

２３番   対象地は河内岳というところになります。所有者の浅川さんも以前は河内岳に住

んでおられましたが現在は佐世保のほうに移っております。元々はビワを植えてお

りましたが住所を移してから管理がされておらず、今後もできないとのことでした。

現状は山林化して来ておりますので非農地通知の対象として問題ないものと思わ

れますのでよろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４４号「非農地通知の対象とすることの決定について」の１番か 

ら６番について説明がありました。これより質疑に入ります。 

何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませんか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４４号「非農地通知の対象とすることの決定について」の１番か 

ら６番について、非農地通知の対象とすることに決定いたします。 
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議 長   次に報告事項に入ります。 

農地転用許可不要案件について事務局から報告を求めます。 

事務局   それでは資料は５３頁ページをお願いします。平成２８年９月受付 農地転用許

可不要案件届出について説明をいたします。「１番」から「２番」までありますが、

すべてＫＤＤＩの無線基地局新設工事（携帯電話）の分となります。平成２８年３

月１日以降の受付分から県への進達が不要となり市町村農業委員会への届出で事

業着手できるように改正されており、前回に引き続きの受付、報告事項となります。

事業は受理後から平成２８年１０月３１日までを予定しております。それでは説明

します。資料は５３頁です。「１番」の所在地・地番が西彼町小迎郷字北川６９３

番１、地目・畑、地積・１，１９４㎡、「２番」の所在地・地番が西海町中浦南郷

字井貝戸３７１番１、地目・畑、地積・８４９㎡、計２筆・２，０４３㎡のうち２

９．００㎡の届出となっています。申請者の住所・氏名については議案書記載のと

おりです。申請事由としまして「携帯無線電話サービス提供をしているがスマート

ホンの急激な需要増に対応するため無線基地局を新設する。というものです。基地

局の面積は１番２５．００㎡、２番４．００㎡の計２９．００㎡で敷地をフェンス

で囲い、高さ約１５ｍのコンクリート柱と無線基地局設備を配置するものです。事

業期間は届出書受理から１０月３１日までになります。関係資料は５４頁から６５

頁までで、「１番」の西彼小迎郷基地局分５４頁に位置図、５５頁に付近近況図、

５６頁に字図、５７頁に現況写真、５８頁に敷地平面図をつけています。「２番」

西海中浦南郷局は５９頁から６３頁に共通項目資料として６４頁に設備の平面

図・立面図、６５頁にＫＤＤＩ携帯電話基地局設置の参考写真・電気通信事業登録

通知（写し）を添付しています。事務局からの報告は以上です。 

 

議 長   何か意見等ありませんか。 

      ないようでしたら、ただ今報告があったとおり届出があったということでご承知

おきください。 

 

議 長   以上をもちまして本日の議案審議ならびに報告事項は全て終了いたしました。 

皆さんのほうから何かありませんか。 

 

議 長   これをもちまして西海市農業委員会第９回総会を閉会いたします。お疲れ様でし

た。 


